
入札に関する質疑 

件  名 （物品）8836_令和８年度ディスプレイ一体型電子黒板賃貸借（再公告） 

受付日 質疑 回答 

6/1 1 

 

・致し方ない事情で納期が遅延する場合は、協議を

します。指名停止や賠償金等については、その協議

を踏まえて判断します。 
 
・データ消去を行うのであれば、再利用を認めます。

ただし、その場合には、データ消去証明書の提出が

必要となります。なお、データ消去証明書は受注者

様式のもので良いこととします。 

6/3 1 

 

・上下可動式黒板のメーカー：株式会社青井黒板製

作所の製品であるが、型番は不明。 
 
・対象校及び台数は 
 海老名市立海老名小学校  ８台 
 海老名市立東柏ケ谷小学校 ８台 



6/4 1 

 

 

質疑１ 
Google の EDLA 認証を取得したモデルの想定 
 
 
質疑２ 
既設機器の設置状況が分かる資料を提供可能。 
※別添「設置状況参考資料」 
 
 
質疑３ 
問題ない 
 
質疑４ 
上下可動式黒板のメーカー：株式会社青井黒板製作

所 

 
 
質疑５ 
教室ごとの判別の必要はない。敷地内という認識。 



6/4 1 

 

 

質疑６ 
入札前の現地調査は可能。令和 8 年 6 月 12 日（金）

正午までに契約検査課へ電話でご連絡ください。 
 
 
質疑７ 
電源コンセントの撤去は不要。 
 
 
質疑８ 
解体対象の既存プロジェクター関連設備一式につい

ての回収・処分は不要のため、解体に必要として貴

社が持ち込んだものが廃材・不要部材がなった場合

のみ、回収・処分を行う。そのため、マニュフェス

トの提出は求めない。 
 
 
質疑９ 
契約書については、契約書の表紙、約款、仕様書、

質疑内容、内訳書で構成されます。 
仕様書、内訳書につきましては告示のホームページ

にて公開しております。 
契約書約款につきましては、「海老名市契約関連規

程・標準約款など」のページに公開しています。 

 

 

質疑 10 
当月分の請求を翌月にいただき、請求をいただいて

から 30 日以内に支払う。 
 

質疑 11 
告示のページにあります「入札説明書 契約保証金

の取扱い」の pdf をご確認ください。 
 
質疑 12…不要。 
 



6/4 1 

 

質疑 13 
リース契約のため、期間満了日をもって、本契約に

関係するソフトウェアについての、受注者及び発注

者の権限はないものと捉える。ただし、データ消去

に必要な権限がある場合には、別途協議のうえ、決

定する。 
 
質疑 14 
離線済みのものを引き上げる形でよろしい。 
 
質疑 15 
物理破壊以外の方法での実施でもよろしいが、再利

用を目的にデータ消去を物理破壊以外で行う場合に

は、データ消去証明書の提出が必要。その場合は、

受注者様式でよろしい。 

6/4 2 

 

データ消去について 
ソフトウェア消去をもって、データ消去としてよろ

しい。 
 
 
納期について 
致し方ない事情で納期が遅延する場合は、協議する。 
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入札金額について 
入札金額については入札案件概要書の内容に記載の

とおり、期間全体の税抜金額になります。 

 

 
保険について 
よろしい。 

6/4 3 

 

仕様書 項番５．その他（４）保証について 
・海外メーカーの日本法人は不可という認識でよろ

しい。 
 
・御認識のとおり。 

 



設置状況参考資料 

 

１．資料の目的 

本資料は、既設プロジェクター設備撤去作業に係る参考情報として、入札参加者へ設置 

状況の概要を示すものである。 

撤去対象機器は131 台であり、設置形態は主として以下の2 パターンで構成されている。 

・壁掛け設置タイプ：115 台 

・上下可動式黒板設置タイプ：16 台 

※各校の内訳につきましては別紙のとおり。 

２．設置パターン① 壁掛け設置タイプ 

【参考写真】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【補足】 

・プロジェクター本体を黒板上部壁面へ設置 

・壁掛け金具により固定 

・プロジェクター下部にインターフェースボックスを設置 

・配線はモール又はダクト内に収容 

 

 

別添 



３．設置パターン② 上下可動式黒板設置タイプ 

【参考写真】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補足】 

・プロジェクター本体を上下可動式黒板上部へ設置 

・専用固定金具により固定 

・配線は黒板可動部を考慮して施工 

・撤去後は黒板の自重バランス及びテンション調整が必要 

 

4．補足事項 

対象設備は主として本資料記載の2 パターンにより構成されている。 

ただし、学校及び教室ごとの現地状況により、軽微な差異が存在する場合がある。 

軽微な設置差異については、仕様書記載のとおり本業務範囲内で対応するものとする。 

 

5.学校ごと、フロアごとの設置台数 

 

海老名小学校 ：1階 1台、2階 5台、3階 9台 

 柏ケ谷小学校 ：1階 1台、2階 3台、3階 4台 

 有鹿小学校  ：1 階 3 台、2階 6台 



 有馬小学校  ：2 階 3 台、3階 3台、4階 1台 

 大谷小学校  ：1 階 1 台、2階 6台、3階 3台 

 上星小学校  ：1 階 2 台、2階 5台、3階 5台 

 中新田小学校 ：1階 1台、2階 1台、3階 4台、4階 6台 

 門沢橋小学校 ：1階 1台、2階 1台、3階 8台 

 東柏ケ谷小学校：1階 1台、2階 2台、3階 4台、4階 1台、 

 社家小学校  ：1 階 1 台、2階 2台、3階 3台 

 杉久保小学校 ：1階 2台、2階 6台、3階 3台、4階 1台 

 今泉小学校  ：1 階 3 台、2階 4台、3階 4台、4階 1台 

 杉本小学校  ：2 階 6 台、3階 4台 


